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別表 

ロボットを通行させる形態の区分 ※１ 

 
   …「歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準」の対象 
 

区分 名  称 形  態 

 

遠隔監視 
目視外 
遠隔手動 
操作 

近接監視 
目視内 
遠隔手動 
操作 

保安要員 自律走行 

１ － 完全自律型 
遠隔監視及び近接監視なしの完全 

自律走行 
× × × × × ○ 

２  準完全自律型 
遠隔監視又は近接監視ありの完全 

自律走行（制動装置の操作あり） 
○ × ○ × × ○ 

３ 

遠 

隔 

監 

視 

型 

完全遠隔監視・操作型 
遠隔監視・操作型の無人自律走行 

（保安要員なし） 
○ ○ × × × ○ 

４ 準遠隔監視・操作型 
遠隔監視・操作型で保安要員ありの 

自律走行 
○ ○ × × ○ ○ 

５ 目視外遠隔手動操作型 自律走行をしない手動操作 ○ ○ × × ○ × 

６  近接監視・操作型 近接監視・操作型の自律走行 × × ○ ○ － ○ 

７ 

 

目視内遠隔手動操作型 自律走行をしない手動操作 × × ○ ○ － × 

８  みなし歩行者型 

ロボットが移動用小型車、原動機を用 

いる身体障害者用の車、遠隔操作型小 

型車又は原動機を用いる歩行補助車等 

に該当し、通行させている者が当該車 

をすぐに停止させることができる距離 

（１～２メートル程度）に存在 

× × ○ × － ○ 

 
※１ 本表は、「歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準」の対象を明確化するため、

区分、名称等を示すものである。 

※２ 保安要員を必要としない性能であることを想定しているが、保安要員の配置を妨げるものではない。 

※３ 監視・操作者はロボットごとに１名に限定する必要があることから、遠隔監視型又は近接監視型のい

ずれか一方の形態により監視することとなる。なお、少なくとも制動装置を操作できる必要がある。 

※４ 通信が一定時間遅延した場合又は通信が途絶した場合には、ロボットを安全な場所に停止させる必要

があることから、原則として保安要員の配置が必要となるが、ロボットが停止した場合において、常に

安全を確保できる環境であれば保安要員の配置は不要となる。 

※５ 区分８に該当するロボットか否かは、警察庁において個別に判断する。 

※６ 区分６～区分７と比較して、より狭い範囲において監視・操作を行うことを示す。 
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